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                     「働き方改革」 

～地域全体で子供たちを育む体制整備～ 
校長 若月 隆雄 

子供たちが生きていく未来は，IoTやビッグデータ，人工知能（AI），ロボットなどの新たな技術の進展により，

変化の激しい時代になります。子供たちには次の時代を切り拓くために必要な力が求められており，その力を育

むために，これまで以上に学校が教育活動に力を注ぐ必要があります。 
しかし今，学校教育を支える教師たちの長時間勤務は深刻な状況にあり，教師の働き方を見直す「学校の働き

方改革」が進められています。これまで「子供のため」という合言葉のもと，学校では，社会の様々な要請を受

けながら，熱意や使命感ある教師たちが，子供に関わる多くの業務を担ってきました。教師の働く環境が厳しい

と，意欲・能力のある若者が教師を志さなくなり，学校教育の質の低下を招くことにもなりかねません。 
そこで，教師のこれまでの働き方を見直し，限られた時間の中で，子供たちに効果的な教育活動を行えるよう

にするために「学校の働き方改革」の推進が求められています。 
平成 31 年 1 月，文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会が，学校の働き方改革を推進するための総合

的な方策を示した答申を取りまとめました。一部紹介します。 

Ⅰ「勤務時間を意識する」 
教師にとっても子供にとっても「時間」は有限です。優先順位をつけて，子供たちに効果的な教育活動を行う

ことが求められています。文部科学省は，「公立学校の教師の勤務時間の上限ガイドライン」の中で，教師が決め

られた勤務時間を超えて学校などで勤務する時間の上限として，1か月45時間，1年間360時間以内などの目安

を定めました。また，教育委員会が，教師の勤務時間を踏まえて適切な登下校時間を設定すること，緊急時の連

絡方法を確保した上で留守番電話の設置やメールによる連絡対応を可能とすること，中学校で長時間に及んでい

る部活動について適切な活動時間や休養日を設定することなどに取り組むことも提案しています。 
Ⅱ「学校の業務を減らす」「家庭・地域等と役割分担をする」 
 教師が授業などの本来の業務に専念できるようにするため，これまで学校・教師が担ってきた 14 の業務を仕

分けし，優先順位をつけて減らしたりすることを提案しています。 
【学校以外で担うべき業務】 
（1）登下校に関する対応（2）放課後から夜間などにおける見回り，児童生徒が補導されたときの対応 
（3）学校徴収金の徴収・管理（4）地域ボランティアとの連絡調整 
これらについては，基本的に「学校以外が担うべき業務」で，業務内容に応じて，地方公共団体や教育委員会，

保護者や地域ボランティアなどが担うべきとしています。 
【必ずしも教師が担う必要のない業務】 
（5）調査・統計等への回答等（6）児童生徒の休み時間における対応（7）校内清掃（8）部活動 
これらについては，学校の業務となりますが，必ずしも教師が担わなければならない業務ではありません。教

師以外の担い手として，地域ボランティア等の活用が挙げられています。 
【教師の業務であるが，教師の負担軽減が可能な業務】 
（9）給食時の対応（10）授業準備（11）学習評価や成績処理（12）学校行事の準備・運営（13）進路指導 
（14）支援が必要な児童生徒・家庭への対応 
これらについては，基本的に学校・教師の業務であるとし，その上で，それぞれの業務について，サポートス

タッフ，事務職員や民間委託の外部人材等との業務分担により対応を図るべきとされています。 
これまで学校の伝統として行ってきたものであっても，学びや発達の観点からは必ずしも適切とはいえないも

の，本来は家庭や地域が担うべきものなどは，大胆に削減することが重要としています。学校だけでなく，地域

全体で子供たちを育む体制を整備することが重要です。そのためには，社会全体の理解・協力が不可欠です。ご

家庭・地域の皆さんも学校の働き方改革の必要性をご理解いただき，ご協力をお願いします。 
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